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トマト指定居宅介護支援センター重要事項説明書 

 

１ 事業者概要 

名   称  社会福祉法人 香南会 

代 表 者  理事長 橋本 信一 

所 在 地  高知県香南市赤岡町１１６０番地１ 

設立年月日  平成３年４月１５日 

電話番号   ０８８７－５５－２８８８ 

 

２ 事業所の概要 

名   称  トマト指定居宅介護支援センター 

事業所番号  兵庫県指定第（２８７３６００８６６） 

所 在 地  兵庫県たつの市揖保町中臣５１０番地  

開設年月日  平成２５年３月２１日 

事業内容   居宅介護支援事業 

事業区域   たつの市，太子町，相生市，姫路市 

 

３ 当事業所が提供するサービスの相談窓口について 

営 業 日  月曜～金曜（祝日、年末年始を除く） 

営業時間   午前８時３０分から午後５時３０分まで 

職   員  管理者・介護支援専門員（常勤兼務） 河崎 美夕 

介護支援専門員（非常勤専従）    福岡 富姫 

電話番号   ０７９１－６７－８４９８ 

F A X   ０７９１－６７－８８８７ 

 

４ 事業の目的および運営方針 

介護保険法等の関係法令等に従い、サービス提供地域に居住する利用者に対し、可

能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

よう、利用者の立場にたって援助を行います。居宅支援の実施にあたっては利用者、

家族の意思及び人権・尊厳を尊重します。利用者の選択に基づき中立公正な立場で、

適切な保健、医療、福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供される

ように努めます。また、関係の市町村、医療機関、介護、福祉関係機関との連携をは

かります｡ 

 

５ 提供するサービス内容 

（１） サービス提供の手順 

ア 利用者からの申し込み 
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イ 要介護区分申請等 

ウ 要介護区分申請、更新、変更申請の代行申請をします。 

エ 要介護認定の結果の確認 

オ 居宅介護支援事業者との契約 

カ アセスメントの実施 

キ 居宅サービス計画原案の作成 

アセスメント結果等を基に、利用者の心身の状況を把握した上で、どのよう

な支援が必要かを調整し、利用者と合意した結果に基づき居宅サービス計画原

案を作成します。作成にあたり、居宅サービス計画に位置付ける居宅サービス

事業所について、複数の事業所の紹介を行います。また位置付けた居宅サービ

ス事業所について、位置付けた理由を求めることが可能であることを説明しま

す。 

ク サービス担当者会議の開催等 

居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的な意見を聴取しま

す。 

ケ 居宅サービス原案の説明、同意、交付 

居宅サービス計画原案の内容を利用者又は家族に説明し、同意を得て交付し

ます。 

コ サービスの提供 

居宅介護サービス事業者等に対し、居宅サービス計画に基づき適切にサービ

スが提供されるよう連絡調整等を行います。 

サ モニタリング 

居宅サービス計画が適切かどうかを把握するために少なくとも、月１回は利

用者宅を訪問し面接します。 

   シ 医療との連携 

     主治医及び関係医療機関との連携・情報共有に努め、意見を求めた主治医等

に対し、居宅サービス計画書を交付します。また、入院時は担当ケアマネジャ

ーの氏名等を入院先医療機関へ提供するよう依頼します。 

   ス 利用する事業所の説明 

     前 6 月間に当該居宅支援事業所において作成された居宅サービス計画の総

数のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護がそれぞ

れ位置づけられた居宅サービス計画書の数が占める割合、同一の指定居宅サー

ビス事業者によって提供されたものが占める割合（上位 3 位まで）等につき別

表を用いて十分説明を行います。 
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６ 利用者負担金 

居宅介護支援については原則として利用者の負担はありません。全額保険から給付

されます。（ただし、保険料の滞納等がある場合には、償還払いや保険給付が制限さ

れる場合があります。） 

 

７ 介護支援専門員について 

（１）介護支援専門員は常に身分証明書を携行し、いつでも提示します。 

（２）担当者を選任し、又は変更する場合には、利用者の状況とその意向に配慮して

行い、事業所の事情により担当者を変更する場合には、あらかじめ利用者に連絡

します。 

（３）事業所は担当者に対し、専門職として常に利用者の立場にたち、誠意を持って

その職務を遂行するよう指導するとともに、必要な対応を行います。 

 

８ 事業者の責務について 

（１）記録の保管について 

居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、その完結の日から 5 年間これを

保存し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交

付します。 

（２）秘密保持と個人情報（プライバシー）の保護について 

当事業所及び従業員がサービスを提供する際に、利用者や家族に関して知り得

た情報については、契約期間中はもとより契約終了後も正当な理由なく第三者に

漏らしません。但し円滑かつ一体的なサービスを提供する為に、必要がある場合

には利用者及び家族の同意を得た上で情報提供を行う場合があります。 

（３）賠償責任について 

居宅介護支援の実施にあたって、利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場

合には、その損害を賠償します。ただし、事業所の故意又は過失によらないとき

は、この限りではありません。故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったこ

とにもっぱら起因して損害が発生した場合。 

 （４）事故発生時の対応について 

事業所は、利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、

速やかに利用者の家族・市町村に連絡し、事故が生じた原因を解明するとともに

再発を防ぐ為の必要な措置を行います。賠償すべき事故が発生した場合には、損

害賠償を速やかに行います。また前項の事故の状況及び事故に際して採った処置

について記録をします。 

 

９ サービスの終了について 

（１）利用者の都合でサービスを終了する場合サービスの終了を希望する旨をお申し

出ください。 
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（２）当事業所の都合でサービスを終了する場合、人員不足等やむを得ない事情でサ

ービスを終了させていただくことがありますが、その場合は利用者に対して契約

終了の１ヶ月前までに文書で通知いたします｡ 

（３）自動終了 

ア 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、要介護で

なくなった場合 

イ 利用者が亡くなられた場合 

 

１０ 緊急時の対応 

サービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに

基づき、家族、主治医、救急機関等に連絡します。 

医療機関等名称 主治医等の氏名 

連絡先 

緊急連絡先 

氏名 

連絡先① 

   ② 

 

１１ 苦情の受付 

（１）当事業所における苦情の受付 

苦情受付窓口 （担当者） 河崎 美夕 

所 在 地   たつの市揖保町中臣 510 番地 

   電話番号    ０７９１－６７－８８７８ 

   Ｆ Ａ Ｘ   ０７９１－６７－８８８７ 

   受付時間    ９：００～１７：００（月曜日～金曜日） 

 

（２）行政機関その他の苦情受付け機関 

   国民健康保険団体連合会 

   所 在 地    神戸市中央区三宮町１丁目 9 番１－1801 号 

   電話番号     ０７８－３３２－５６１７ 

   Ｆ Ａ Ｘ       ０７８－３３２－９５２０ 

   受付時間     ９：００～１７：１５（月曜日～金曜日） 

 

    たつの市 高年福祉課 介護保険係 

   所 在 地    たつの市龍野町富永１００５－１ 

   電話番号     ０７９１－６４－３１５５ 

   Ｆ Ａ Ｘ    ０７９１－６３－０８６３ 

   受付時間     ９：００～１７：００（月曜日～金曜日） 
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   たつの市新宮総合支所 地域振興課  

所 在 地    たつの市新宮町宮内１６ 

   電話番号     ０７９１－７５－０２５３ 

   Ｆ Ａ Ｘ    ０７９１－７５－０２６４ 

    受付時間     ９：００～１７：００（月曜日～金曜日） 

     

たつの市揖保川総合支所 地域振興課  

所 在 地    たつの市揖保川町正条２７９番地１ 

   電話番号     ０７９１－７２－２５２３ 

   Ｆ Ａ Ｘ    ０７９１－７２－６０７６ 

    受付時間     ９：００～１７：００（月曜日～金曜日） 

 

    たつの市御津総合支所 地域振興課 

    所 在 地    たつの市御津町釜屋 １８０－１ 

    電話番号     ０７９－３２２－１４５１ 

    Ｆ Ａ Ｘ    ０７９－３２２－２６２５ 

    受付時間     ９：００～１７：００（月曜日～金曜日） 

 

太子町高年介護課介護保険係 

   所 在 地    揖保郡太子町鵤２８０番地１ 

   電話番号     ０７９－２７６－６７１５ 

   Ｆ Ａ Ｘ    ０７９－２７７－６０３１ 

受付時間     ９：００～１７：００（月曜日～金曜日） 

 

相生市 健康福祉部 長寿福祉室 

   所 在 地    相生市旭１－６－２８（総合福祉会館１F） 

   電話番号     ０７９１－２２－７１２４ 

   Ｆ Ａ Ｘ    ０７９１－２３－４５９６ 

   受付時間     ９：００～１７：００（月曜日～金曜日） 

    

    姫路市 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課 

    所 在 地    姫路市安田 4 丁目１ 

    電話番号     ０７９－２２１－２９２３           

    Ｆ Ａ Ｘ    ０７９－２２１－２９２５   

    受付時間     ９：００～１７：００（月曜日～金曜日） 
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説明事項確認書 

 

 

居宅介護支援サービスの提供にあたり、ご利用者に対して本書面に基づいて、「重要

事項」を説明いたしました。 

 

  年  月  日 

 

事業者  社会福祉法人 香南会 

事業所  たつの市揖保町中臣５１０番地 

トマト指定居宅介護支援センター 

          

説明者                        印 

 

 

私は、本書面により、居宅介護支援事業者から「重要事項」の説明を受け、サービス

の提供開始に同意します。 

 

ご利用者      住所 

 

氏名               印 

 

代理人又は立会人  住所 

 

氏名               印 

 

                 （続柄：         ） 

 

 


